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原因分析委員会第二部会 

 

１．事例の概要 

初産婦。妊娠２８週２日の健診で、血圧は１２９／８６ｍｍＨｇ、尿蛋白

（４＋）であったため、妊娠高血圧腎症が疑われ搬送元分娩機関に管理入院

した。妊娠２８週４日、尿生化学検査で尿蛋白定量６９７ｍｇ／ｄＬ、尿量

が６００ｍＬ／日であったため分娩の適応と判断され、当該分娩機関へ母体

搬送となった。妊娠高血圧症候群で入院管理となることが説明され、当該分

娩機関に入院となった。妊娠２８週６日、腹痛があり腹壁は硬く、超音波断

層法で胎盤辺縁に１２０ｍｍ×７４ｍｍ大の血腫が認められ、胎児心拍数は

８０拍／分であった。常位胎盤早期剥離の診断で緊急帝王切開により児を娩

出した。手術中の出血量は、羊水を含み１８００ｍＬであった。胎盤の病理

組織学検査報告書によると「胎盤後血腫がみられ、炎症所見は認めない。卵

膜組織で、脱落膜層に軽度のリンパ球浸潤がみられる。胎盤後方の脱落膜内

に出血があり、血腫が形成されている。胎盤は血腫により圧排され変形して

いる。」との結果であった。 

児の在胎週数は２８週６日で、体重は１０００ｇ台であった。アプガース

コアは１分後１点、５分後６点であった。臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ６．

９１、ＢＥ－１７．２ｍｍｏｌ／Ｌであった。出生後、直ちに新生児科医に

よりバッグ・マスクが施行された。その後、極低出生体重児、重症新生児仮
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死の診断で、当該分娩機関のＮＩＣＵに入院となった。 

出生当日の頭部超音波断層法では、出血はみられなかった。生後２８日の

頭部超音波断層法で、両側白質の広範な多嚢胞性変化を認めた。 

本事例は診療所から病院に母体搬送された事例であり、搬送元分娩機関で

は、産婦人科専門医２名と、看護師３名が関わった。当該分娩機関では、産

婦人科専門医２名、産科医１名、新生児科医１名、麻酔科医１名と、助産師

２名、看護師１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による低酸素・

酸血症と考えられる。 

分娩４３分前の時点では胎児徐脈を認め、低酸素・酸血症であったと考え

られる。分娩前後における急性の低酸素・酸血症によって児は新生児期に脳

室周囲白質軟化症を発症し、脳性麻痺に至ったと考えられる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊婦健診における母体および胎児の評価は一般的である。妊婦健診の間隔

については選択肢としてあり得る。妊娠２８週２日に高度の蛋白尿を認めた

ことから、その後の重症化を考慮して入院管理としたことは適確である。ま

た、高次医療施設と連絡を取り、連携管理とし、血圧上昇などの悪化時には

搬送する方針としたことは医学的妥当性がある。入院後の管理は一般的であ

る。妊娠２８週４日に当該分娩機関へ搬送したことも一般的である。 

当該分娩機関入院後ステロイドを投与し分娩に備え待機としたことは一般

的である。その後に血圧および症状を厳重監視しながら経過観察したことは

選択肢の一つである。 
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妊娠２８週６日の、常位胎盤早期剥離診断までの一連の対応は医学的妥当

性がある。帝王切開の決定から児娩出までの対応は一般的である。新生児期

の管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

（１）搬送元分娩機関 

妊婦健診の間隔に関する明確なエビデンスはないが、「母性、乳幼児に

対する健康診査及び保健指導の実施について」（平成８年１１月２０日児

発第９３４号厚生省児童家庭局長通知）にも記載されている通り、２４

週以降は２週おきの妊婦健診が一般的と考えられるので、これに沿った

健診を行うことが望まれる。 

（２）当該分娩機関 

児に重篤な合併症を生じた事例においては、カンファレンスを行い、

再発防止に努めることが望まれる。また、本事例を踏まえた重症妊娠高

血圧症候群に対する分娩時期および薬物治療の方針について検討する必

要がある。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

（１）搬送元分娩機関 

特になし。 

（２）当該分娩機関 

特になし。 
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３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

重症妊娠高血圧症候群および妊娠高血圧腎症に対する食事療法の必要

性、分娩時期、薬剤の投与に関して、ＥＢＭの視点から再検討すること

が望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


